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管理不全空き家 特定空き家

特定空き家に加えて管理不全空き家も指導･勧告の対象となりました。



※この制度により、全ての物件が取引されるものではありません。

※空き家が譲渡等されるまでは、所有者の責任で管理してください。



◎雲南市ふるさと納税返礼品「空き家管理サービス（年１回）」

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎


